大阪府指定病院指定要領

（趣旨）

第１条　この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「法」という。）第19条の８の規定に基づき、国及び府以外の者が設置した精神科病院（精神科病院以外の病院に設けられている精神科病室を含む。）であって厚生労働大臣の定める基準（平成８年３月21日厚生省告示第90号）及び平成８年３月21日健医発第325号厚生省保健医療局長通知に適合するものの中から、その設置者の同意を得て、府が設置する精神科病院に代わる施設（以下「指定病院」という。）として指定することに関し必要な事項を定めるものとする。

（指定基準）
第２条　法第19条の８の規定に基づく指定病院の指定基準については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の８の規定に基づき厚生労働大臣の定める指定病院の基準」（平成８年厚生省告示第90号）によるものとする。
（指定手続き）

第３条　知事は、指定病院として指定しようとする病院の開設者に対し、次の各号の書類の提出を求めることができる。
(1) 病院概要書（様式第１号）
　(2) 同意書（様式第２号）
(3) 管理者（他の診療科を併設する等の理由により、当該病院の管理者が精神科の医師でないときは、精神科医療主任者である医師）の履歴書

(4) 前号に係る医師の医師免許証の写し及び医師が精神保健指定医であるときは、精神保健指定医証の写し

(5) 病院開設許可書及び使用許可書の写し

(6) 職員名簿（様式第３号）
(7) 配置図及び建物平面図
(8) 病院の構造設備概要（様式第４号）
(9) 定款、寄付行為（開設者が法人であるとき。）
（指定）
第４条　知事は、前条の規定に基づき提出された書類の審査を行った結果、指定病院の基準に適合すると認めたときは、当該病院の開設者に対し、指定病院指定通知書（様式第５号）を交付するものとする。

（指定期限及び更新）

第５条　指定病院の指定は、原則として３年の期限を付して行うものとする。

２　３年の期限を経過した指定病院については、第３条に定める手続きにより更新を行うものとする。ただし、提出書類のうち(3)､(4)､(5)､(7)､(8)､(9)については前回提出したときと内容に変更がないときは省略することができる。
（報告聴取）

第６条　知事は、必要があると認めるときは、指定病院の開設者に対し、第２条に規定する指定基準に適合しているかどうかを確認するため、報告を求めることができる。

（指定事項等の変更届）

第７条　指定病院の開設者は、次の事項に該当するときは、速やかに指定病院指定事項等変更届（様式第６号）を知事に提出しなければならない。

(1) 施設の名称又は所在地の変更があったとき。

(2) 開設者又は管理者に変更があったとき。

(3) 精神科病床数に変更があったとき。

(4) その他指定事項に変更があったとき。
（指定の辞退）

第８条　指定病院の開設者は、指定を辞退しようとするときは、10日以内に指定病院指定辞退書（様式第７号）により知事に届け出るものとする。

（指定の取消し）
第９条　知事は、法第19条の９の規定に基づき指定病院の指定を取り消したとき、又は前条の届出により指定病院の指定を取り消したときは、指定病院指定取消通知書（様式第８号）を当該病院の開設者に対し交付するものとする。

（指定の辞退及び指定の取消しに伴う義務）

第10条　指定病院の管理者は、前条の規定により指定の取消しを受けたときは、開設者の責任のもと当該病院に入院中の法第29条第１項及び第29条の２第１項の規定による入院患者を別に知事が指定する期日までに転院させる等の処置を取らなければならない。
附　則

（施行期日）
１　この要領は、平成10年６月１日から施行し、平成11年４月１日より適用する。

２　この要領の施行に伴い、大阪府指定病院指定基準（昭和63年７月１日）は廃止する。
　　附　則
この要領は、平成13年７月30日から施行し、平成13年４月２日より適用する。
　　附　則
この要領は、平成23年２月22日から施行し、平成22年４月１日より適用する。

　　附　則
この要領は、平成26年２月14日から施行する。
　　附　則
この要領は、平成30年４月１日から施行する。

　　附　則
　この要領は、令和５年２月１日から施行する。
